
母子健康手帳に関する検討会 開催要綱 

 

１．目的 

母子健康手帳は、母と子にとっての妊娠、出産、育児期の一貫した健康記録であ

り、この記録を参考として保健指導や健康診査が行われるなど、母子保健対策を進

めていくうえで重要な意義がある。 

母子健康手帳の様式については、社会情勢の変化や保健医療福祉制度の変化、乳

幼児身体発育曲線の改訂等に伴い改正を行ってきたところである。 

雇用均等・児童家庭局長が有識者に参集を求め、乳幼児身体発育曲線の改訂や近

年の社会的変化や母子保健の変化等を踏まえ、母子健康手帳や今後の母子保健施策

について検討を行うこととする。 

 

２．構成 

（１）検討会の構成員は別紙のとおりとする。 

（２）検討会に座長を置き、構成員の互選により定める。 

 

３．検討事項 

（１） 母子健康手帳の省令様式の改正について 

（２） 今後の母子保健施策について 

（３） その他 

 

４．運営 

（１）検討会は公開とする。 

（２）検討会の庶務は、雇用均等・児童家庭局母子保健課が行う。 

 

５．その他 

   この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が雇用均

等・児童家庭局長と協議の上定める。 
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